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構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

   堺市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

   さかいＩＣＴひとづくり特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

   堺市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

 ○ 堺市の概要 

堺市は、大阪府のほぼ中央部、大阪湾に面した位置にあり、世界三大墳墓の一

つに数えられる仁徳陵古墳をはじめ、中世の時代に賑わった数々の歴史的・文化

的資産を有し、南部の丘陵地域には自然豊かな里山が広がる個性豊かな都市であ

る。市内には、ＪＲ線、南海本線・高野線の各鉄道、阪和自動車道・阪神高速道

路・湾岸線があり、大阪の中心部まで約 15 分、関西国際空港まで約 30 分と交通

至便な立地環境にある。 

また、平成 18 年４月 1日に面積 149.99 平方キロメートル、人口約 83 万人の全

国で 15 番目の政令指定都市へと移行した。 

政令指定都市移行を大きな推進力として、市民との協働による本市の輝かしい

歴史と伝統を礎に、世界に二つとない「オンリーワン」のまちづくりを進める指

針として、「自由都市・堺 ルネサンス計画」を策定した。この中では、「1.人権

尊重社会、男女共同参画社会の実現」、「2.歴史と文化を活かした都市魅力の創出」、

「3.都心の活力創出と都市拠点の形成」、「4.地域の発展を支える経済基盤の形成」、

「5.子どもたちを健やかに育む環境づくり」、「6.支えあいと協働による安全で生

涯安心なくらしづくり」、「7.住みよい生活環境の創出と環境との共生」、「8.市民

とともに取り組む市政・まちづくり」の 8つを重点施策として取りまとめている。 

 

○ 産業の活性化について 

臨海部の素材型産業の集積に加え、内陸部の機械、金属加工や伝統産業など多

彩な地場産業が集積している。また、大阪府立大学をはじめとする市内及び周辺

の大学、産業支援機関などの研究シーズの集積、さらに、優秀な人材、高い技術

力を有する企業など豊富な資源がある。 

また、有効求人倍率の上昇など、経済回復の兆しも見られるが、製造業を中心
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とした事業所の撤退や規模縮小、都心地域における業務需要の低下に伴う業務系

ビルの空室の増加など、中心市街地の空洞化が進展し、新規開業率の減少や雇用

吸収力の低下、ひいては税収の悪化を招くなど地域経済の低迷が続いている。 

本市では、総合計画「堺 21 世紀・未来デザイン」をはじめ、「堺産業振興ビジ

ョン」を策定し、事業環境の整備や事業家支援をうたうとともに、「自由都市・

堺ルネサンス計画」においても、地域の発展を支える経済基盤の形成を重点施策

としている。 

また、地域再生計画にあっては、地域提案型雇用創造事業（パッケージ事業）

等を活用した「自由都市・堺」再生計画が認定を受け、構造改革特区計画にあっ

ては、「移転促進地域からの除外による事業者の交流連携促進事業」の特例を活

用した「さかい新時代ものづくり特区」が第８回の認定を受けるとともに、臨海

部への企業立地促進を促す「企業立地促進条例」を制定するなど、産業の活性化

に向けて多角的に取り組んでいる。 

一方で、ＩＴの発展に伴って、情報のグローバル化が進み、産業界にとって、

ＩＲ（Investor Relations：株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を適時、

公平、継続して提供して行く活動全般）をはじめ、広報など事業規模の拡大、販

路の拡大にＩＴは必要不可欠なツールとなっている。 

そこで、本市においても起業家支援としてＩＴ環境の整った事務所を提供する

「新事業創造センター」の運営、雇用対策施策としてＩＴをつかった情報検索が

できる「ヤングＪＯＢステーション」を設置するなど、ＩＴを取り入れた産業の

活性化に取り組んでいる。 

他方、大阪府においても、産業分野における地域競争力の強化を最重視し、既

存産業集積のポテンシャルの活用を図るとともに、市場性などから、情報・通信

関連分野を今後有望な産業分野として新産業の育成を目指していることから、将

来的に、堺市は大阪都市圏のＩＴを活かした産業拠点都市となる地域でもある。 

 

○ 教育の充実について 

本市には、仁徳陵をはじめ、数多くの古墳群を有するとともに、伝統産業とし

て、堺刃物、線香、自転車で全国的にも知られている。また、本市は、与謝野晶

子・千利休・河口慧海をはじめ数多くの文化人を輩出するなど、多くの観光資源

も有しており、多様な世代や各国からの観光ビジターにも対応できるよう、ユビ

キタス社会に対応した教育、ＩＴ技術の習得が必要である。 

そこで、本市では、「構造改革特別区域研究開発学校設置制度事業」     

（学習指導要領等の教育課程の基準によらない教育課程）の特例を活用した「さ

つき野小中一貫キャリア教育特区」を第６回認定で受け、小学校からの英語教育

に取り組むとともに、ＩＴの発達に伴う情報の国際化に対応すべく、平成 18 年
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度からＩＴ化推進校において、学習用教材ソフトを活用した授業や学習支援を行

うなど、ＩＴを取り入れた施策を展開している。 

 

○ ユニバーサル社会の実現を目指して 

国土交通省が推進しているすべての人が持てる力を発揮し、支え合って構築す

る「ユニバーサル社会」の実現に向けたＩＴ活用の取り組みとして、社会参画や

就労などにあたって必要となる「移動経路」、「交通手段」、「目的地」などの情報

について「いつでも、どこでも、だれでも」がアクセスできる環境づくりを目的

とした「自律移動支援プロジェクト」への参画、平成１８年５月にユニバーサル

デザインガイドラインを策定するなど、さまざまな分野でのＩＴ導入・利用に取

り組んでいる。 

現在、内閣府が一体となって進めている「e-Japan 戦略」、ユビキタスネットワ

ーク社会の実現を目指す総務省の「u-Japan 構想」に見られるように、本市にお

いても電子自治体の推進、ＩＴを取り入れた雇用対策・地域の活性化及び市民情

報に対する技術や認識の向上に貢献する、高度ＩＣＴ（Information and 

Communication Technology）人材の育成を図るためにも、今回の特区を申請する

必要がある。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

 「基本情報技術者試験」は、経済産業省が実施している国家試験であり、情報

システム運用者側の人材育成を図るものである。これらの試験に合格するには、

コンピューターの基礎知識のほか、著作権法など関連法規の知識も体系的に習得

することが求められており、ＩＴ技術に習熟しているだけではなく、社会秩序や

法令に配慮できる良識ある高度ＩＣＴ人材の育成に役立つものと考えられる。 

  また、この試験制度の一部を免除する本特例措置の活用により、ＩＴ資格の取

得機会が増えることにつながり、ＩＴ教育指導者の育成、ニート対策としての就

業促進、企業の担い手育成、引いては本市の重点施策である産業の活性化にもつ

ながるだけでなく、次世代を担う人材育成に有益な効果を期待できる。 

一方、本特例措置の適用を受けようとする者は、本市においてＩＴ・情報処理・

ネットワーク分野の教育事業を行ってきた実績があり、民間活力を活かした地域

の活性化に最適な主体であると考える。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

今回、構造改革特別区域計画の認定を受けて実施される特定事業は、「基本情

報技術者試験」の国家試験の受験の機会を増やすことにつながる。資格取得は、

企業が求めるＩＴ能力を有する客観的な証となることから、学生の就業支援や、
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現在定職に就いていない者の就業を促進することにもなり、雇用対策につながる。 

また、本特例措置の活用は、高度ＩＣＴ人材の育成につながり、企業、行政に

おけるＩＴの担い手育成だけでなく、ＳＯＨＯ（Small Office / Home Office 

workers ・place： 独立した小規模事業者及び個人事業者、在宅、副業型事業者）

事業を推し進めるものである。 

これらの雇用対策や多様な雇用形態の実現により、地域経済全体への経済波及

効果をもたらし、経済活動の活性化につなげることを目標とするものである。ま

た、多様な分野でのＩＴ導入として、観光、安全・安心なまちづくりなどの施策

の実現に役立てていくことを目標としている。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

○ 産業・雇用関係 

特例措置の活用による経済的社会的効果として、ＩＴ資格試験取得機会の拡大

による資格取得者の増加が期待できる。ＩＴ資格を有していることが就職活動に

有利に働く企業が多いことから企業選択の範囲が拡大し、就業ミスマッチによる

離職者数の減少につながり、企業の担い手確保に役立ち、人材不足による事業規

模の減少、倒産防止につながるという社会的効果が期待できる。 

また、ＩＴ資格者が増えることで、企業のＩＴを使った活動範囲の拡大、広報

ツールの拡大は、企業活動の活性化・効率化に寄与する。 

さらには、資格保有による男女の雇用機会の均等にも寄与する。 

 

○ その他 

地域におけるＩＴスキルの高い人材の充実によるホームページの開設や、ＳＯ

ＨＯ事業の展開など、個人の生きがいづくりにも役立つ。 

また、ＩＴはユビキタス社会実現のツールとなることから、暮らしやすいまち

づくり、魅力ある都市の実現に役立つ。 

 

８ 特定事業の名称 

1132(1144) 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設

事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業

に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が

必要と認める事項 

○ 総合的中小企業支援拠点の整備 

中小企業の総合的な支援拠点を整備し、事業可能性評価に基づいた重点支援など
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を実施するとともに、「さかい新事業創造センター」や「堺商工会議所」との連携

を図り、産業振興機能を強化する。 
 

○ 産業支援人材育成機能の整備 
    国の機関と連携し、産業支援人材育成のための教育計画に基づき、企業や技術移

転支援などの専門分野の人材を育成する。 
 

○ 雇用促進事業 
    若年者と女性を中心に人々が意欲や能力に応じて働くことができるよう、「ヤン

グ JOBステーション」の事業拡充、女性の再就職支援や職業能力開発の支援に取
り組む。また、団塊の世代や高齢者の職業能力開発、社会参加支援に取り組んでい

る。 
 
 



別 紙 

 

１ 特定事業の名称 

  1132（1144） 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

（1）講座の開設者 

学校法人 ヒラタ学園（大阪府堺市西区鳳西町 3-712） 

（2）修了認定に係る試験の提供者 

株式会社サーティファイ（東京都中央区京橋 3－3－14 京橋 AK ビル） 

 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

計画認定の日 

 

 

４ 特定事業の内容 
（１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

以下の講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしくは独立行政

法人情報処理推進機構(ＩＰＡ)に相談を行い、助言があった場合には対応することとする。 

 

基本情報技術者講座（試験対策コース／サーティファイ・情報処理技術者能力試験 2 級  

併用コース） 別添資料のとおり 

 

（２）修了認定の基準 

 基本情報技術者講座（試験対策コース／サーティファイ・情報処理技術者能力試験 2級  

併用コース）については、民間資格を取得するための試験「情報処理技術者能力試験（2

級）」を受験し、合格並びに第 1部科目合格したものであって該当講座の出席（出席率８

０％以上）をもって履修した者について、修了認定に係る試験を受験できる有資格者と定

める。 

また、学校法人 ヒラタ学園 近畿コンピュータ電子専門学校において、平成 16 年 4

月 1日以降に民間資格を取得するための試験「情報処理技術者能力認定試験（2級）」を受

験し、合格した者で、平成 18 年 4 月から実施されている基本情報技術者講座（試験対策

コース）を履修している者に対し、基本情報技術者講座（試験対策コース）の履修科目と

重なっている科目のうち、履修済の科目については、履修したものとみなし、未履修科目

については、当該講座で履修することにより、修了認定に係る試験の受験資格を与えるも

のとする。 



   よって、これらの有資格者に対し、当該試験を実施し、株式会社サーティファイが定め

る合格基準を満たした者について、修了を認定する。また、独立行政法人情報処理推進機

構（IPA）が提供する問題を使用して修了認定に係る試験を実施した場合は、独立行政法

人情報処理推進機構（IPA）の定める合格基準を満たした者について、修了を認定するも

のとする。 

 
（３）修了認定に係る試験の実施方法 

修了認定に係る試験は、株式会社サーティファイが作成し、独立行政法人情報処理推進

機構(IPA)の審査によって認定された問題、または、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

が提供する問題を使用して、修了認定に係る試験を実施する。 

経済産業大臣が告示で定める履修科目に応じた履修計画の修了後に２回まで、修了認定

に係る試験を実施することができるものとする。 

   試験会場は当該講座が開設される場所とし、試験の採点事務は、適用を受けた事業者 

が行う。ただし、適用を受けた事業者が認めた場合にあっては、この事務を指定した者に

代行させることができる。 

また、告示で定めるところにより、講座の修了を認められた者の氏名、生年月日及び試

験結果については、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に通知するものとする。 



（４）民間資格の名称及び当該民間資格を取得するための試験の試験項目 

  資格名称：情報処理技術者能力認定試験（2級） 

  試験科目：情報処理技術者能力認定試験（2級第 1部） 

  当該民間資格を取得するための試験の試験項目：表に示すとおり 

 

サーティファイ（情報処理技術者能力認定試験）試験項目 

１ 情報の基礎理論 

基礎変換、データ表現、演算と精度、理論演算、符号理論 

状態遷移、グラフ理論、オートマトンと形式言語 

 

計算量と情報量 

２ データ情報とアルゴリズム 

データ構造、アルゴリズムの基礎 

流れ図、決定表、BN 記法、ポーランド記法 

 

各種アルゴリズム、アルゴリズムの効率 

３ ハードウェア 

半導体と集積回路 

プロセッサ、動作原理 

メモリ、記憶媒体、補助記憶装置 

入出力インタフェース、入出力装置、接続形態・接続媒体 

 

コンピュータの種類と特徴 

４ 基本ソフトウェア 

OS の種類と構成 

プロセス管理、割込み制御 

主記憶管理、仮想記憶 

入出力制御、ジョブ管理 

ファイル管理、障害管理 

ヒューマンインタフェース、日本語処理 

 

ミドルウェア 

５ システム構成と方式 

システム構成方式、処理形態 

システム性能、信頼性 

 

応用システム 

６ システム開発と運用 

プログラム構造、制御構造 

プログラム言語、言語処理系 

EUC、EUD、ソフトウェアの利用 

開発手法、設計手法、テスト手法 

 

システムの環境整備、運用管理 

 

 

 



 

７ ネットワーク技術 

 プロトコルと伝送制御 

符号化と伝送制御 

LAN とインターネット 

電気通信サービス 

ネットワーク性能 

伝送媒体、通信装置 

 

ネットワークソフト 

８ データベース技術 

データベースモデル 

データの分析・正規化 

データ操作 

データベース言語、SQL の利用 

DBMS の機能と特徴 

 

データベース制御機能（排他制御、リカバリ） 

９ セキュリティ 

セキュリティ対策 

プライバシ保護 

 

ガイドライン 

１０ 標準化 

情報システム基盤の標準化 

データの標準化 

 

標準化組織 

１１ 情報化と経営 

経営管理（経営戦略、組織と役割、マーケテイングなど） 

情報化戦略（業務改善など） 

IE 分析手法、管理図 

確率と統計 

最適化問題、意志決定理論 

情報システムの活用（ビジネスシステム、企業間システム等） 

 

関連法規（情報通信、知的財産権） 

 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

    本特例措置は、当該認定に係る講座の修了を認められた者が、認定講座の修了を認められた

日から 1 年以内に、基本情報処理技術者試験を受験する場合は、情報処理技術者試験規則別

表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第 1号に規定する情報処理システムに関する基礎

知識及び第 2 号に規定する情報処理システムの開発に関する共通的知識を免除するものであり、

この特例措置を活用したカリキュラム実施により、地域の IT の人材育成・能力開発を行うとともに、

地域経済の活性化を目指すものである。 

 


